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　　　　　　　　　　　　論 文 内 容 の 要 旨

　本論文 は、「一っの信仰、一っの法、一人の王」 という理念のもと、それまで1598年 にアンリ4世

によって発布された 「ナント王令」によって容認されてきた宗教的な寛容政策が廃されるルイ14世治

下、プロテスタント勢力が優勢であった南フランスの低 ラング ドック地方において勃発 したプロテス

タントの反乱 「カ ミザール戦争」を中心に、近世南 フランスにおける複雑な宗教状況を明 らかにしよ

うとした論文である。本論文は、下記のように、カ ミザール戦争勃発までの宗教状況を取 り扱 う第1

部と、カミザール戦争そのものの経過 と戦後の状況を取 り扱 う第2部 という二部構成からなる。

　序章

　第1部 　ルイ14世親政開始からカミザール戦争の勃発まで(1661～1702年)

　　第1章 ナント王令廃止とプロテスタント抑圧策の適用

　　第2章 プロテスタントの対応

　　　第1節 　 「避難」

　　　第2節 　改宗一Nouveaux　 Convertis一

　　　第3節 　　「頑固者たち」の抵抗

　　 第3章 カ トリックの対応

　　　第1節 　17世紀の教区における諸問題

　　　 第2節 　カトリック教化活動



　　　第3節 　教育の整備

　　第4章 　カ トリック教化活動の成果と諸問題

　　　第1節 カ トリック教化活動の成果

　　　第2節 　カ トリック教化活動 における諸問題

　第2部 　カ ミザール戦争勃発から終息まで(1702～1710年 頃)、 そして戦禍か らの復興

　　第1章 カ ミザール戦争の経過 と背景

　　第2章 　対立の表面化一武装蜂起によるプロテスタントの抵抗一

　　　第1節 　預言者たち

　　　第2節 　カ ミザールの 「敵」 と 「味方」

　　第3章 　対立の表面化一カ トリックの参戦一

　　　第1節 対プロテスタント政策へのA.C.の 動員

　　　第2節 　その他のA.C.武 装集団

　　　第3節 　カ トリック聖職者たち

　　第4章 　プロテスタントの復興

　　第5章 カ トリックの復興

　　　第1節 　カ トリック教化活動の再開

　　　第2節 カ トリック教化活動の再開における諸問題

　　　第3節 カ トリック教化活動の成果

　　　第4節 　カ トリック教化活動の方向転換 と民衆社会における変化
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〔

　終章

　以下、本論文の流れに沿 って、内容をまとめる。

　まず序章では、近世フランスの宗教的対立、特にプロテスタント迫害が持っ意味に関する研究史を

まとめたうえで、本論文の目的が、プロテスタントが多数を占め、カ ミザール戦争が勃発 した南 フラ

ンスの民衆社会で絶対王政の宗教政策がどのように受けとめられ、どのような結果をもたらしたのか

について明 らかにすることとされる。

　第1部 第1章 は、ルイ14世 の宗教政策を概括 し、竜騎兵による強制改宗、プロテスタント教会取り

壊 し決定など強権的な政策が南フランスにも適用され、在地 コミュニティに打撃を与えたことが指摘

される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 乙一

　第2章 は、ルイ14世の強硬策に対するプロテスタントの対応を、国外脱出、改宗、国内における抵

抗継続に分けて論 じる。従来、プロテスタントの対応で もっとも注目されたのは、経済的にも文化的

にもフランスに打撃を与えたとされる国外脱出であり、ここで もフランスおよび脱出先におけるプロ

　　　　　　　　、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 」吐



テスタントが持っ意味がまとめられている。一方、国内にとどまった者 は、形式的にはすべて改宗 し

たことになるが、その実態は複雑である。すなわち、まさレくカトリックに改宗 しカ トリックとして

位置づけられる者がいる一方、形式的に改宗 しているが実態としてはプロテスタントである者、いっ

たんはカ トリックとなったが再びプロテスタントーに戻って しまっていることが明らかな者がいるから

である。 このように信仰に疑いをもたれている 「新改宗者Nouveaux　 Convertis(N.C)」 と、 さら

に明確に改宗を拒否 した者と合わせて、カトリックによる信仰統一を図ることの難 しさが示される。

　 この難業にいかに取 り組み、その成果がどうであったかが考察されるのが、第3章 、第4章 である。

特にここでは、在地の教区で司牧にあたってきた聖職者と新たに派遣されてきた聖職者の活動に焦点

をあてながら、長期的な視野から子女に対するカ トリック教育を通 じてカ トリック教化の活動がおこ

なわれたことが実証的に示される。実際には、 もともとカ トリックの聖職者のなかには十分な司牧能

力を持たない者 もいたうえに、カ トリック聖職者の中でもさまざまな修道会、コンフレリーによって

対応が異なり、教区の聖職者 と新たに中央から派遣された聖職者 との間にも意見の対立が存在 したた

めに、カ トリック聖職者 として一致団結 した教化活動がなされたわけではなかった。また、考察対象

となっている地域は、地理的にも山岳地帯でそれぞれのコミュニティが孤立傾向にあるうえに、長年

にわたるカトリック ・プロテスタント共存状況が生み出す独特の仲間意識 と対立意識が混 じった状態

にあったので、カ トリックの教化活動 は短期的に成果を上げたとはいえなかった。その中で、地方長

官とカ トリック教化運動の指導者がより強権的な行動に出ることによって、宗派間の緊張は高まり、

っいには大きな反乱がおきるありさまが描かれる。

　第2部 は、まさに反中央、反カ トリックの動 きが軍事蜂起の形でしあされることになるカ ミザール

戦争勃発か ら鎮圧、そ して戦後のカトリックとプロテスタントの復興運動を取り扱う。

　 カ ミザール戦争は、神からの啓示を受けたという預言者の預言に導かれたプロテスタントが、迫害

を主導 していた聖職者を殺害 したことに始まる。抑圧に対する憤愚が吹き出 した形で一気に一帯に広

がった反乱は、武力という面か らは圧倒的に不利であるにもかかわ らず、住民の支援をうけて、2年

間続 くことになる。この熱狂的に燃え上がった反乱は、それまで両派が共存 していた地域においても

対立を生み、カ トリック系住民がさまざまな形で武装集団を形成 し、叛徒のみならず一般のプロテス

タント系住民をも攻撃対象 としていったことにより、地方一帯に暴力 と無秩序が蔓延することになっ

た。第2部 第1章 から第3章 までにおいては、後世まで残虐な攻撃の記憶を残す ことになった反乱で

あるカミザール戦争の過程で、反乱の指導者たる預言者、一般のプロテスタント住民、カ トリック系

住民、カトリック聖職者がどのような行動をとったかが、具体的に語 られる。

　 第4章 、第5章 は、戦争によって荒廃 したセヴェンヌ地方、低 ラングドック地方におけるプロテス

タント、カ トリック両派のその後を追う。まず第4章 では、プロテスタントのその後が考察される。

反乱は鎮圧されたとはいえ、大きくその存在を誇示 したプロテスタントに対 して、政府 もカ トリック



もあえて積極的に抑圧 しないかたちをとった。そのため、非合法であるプロテスタント礼拝集会は各

地でおこなわれ、さらにナント王令廃止後初めてのプロテスタント系牧師の全国会議がこの地域で開

催された。単発的な迫害をうけることがあったとはいえ、原則 として非暴力の立場から非合法な中で

信仰を貫 き、やがて寛容令(1787年)に よって信仰を認められることになったプロテスタントは、18

世紀以降現在にいたるまで低 ラング ドック地方に残る迫害の跡を、自らの抵抗の集団的記憶を伝える

ものとして扱 っていることが指摘される。

　一方、カ トリックは、プロテスタントの改宗、および反乱の間に暴力行為に走 ったカ トリック信徒

の教化のためにより徹底 したカ トリック側の改革の必要性を自覚 し、よりいっそうカ トリック教化に

努める。第5章 では、カ トリック宣教師がおこなったさまざまなタイプの説教、在地出身のよりよき

聖職者の育成、カ トリック諸団体による教育の普及、 コンフレリー活動の拡大などが具体的に取り上

げられながら、その成果の意味が示される。

　終章では、ルイ14世 時代から18世紀にかけてのフランスの宗教のありかたを全体 として見渡 したな

かで、カ ミザール戦争、そしてセヴェンヌ地方および低 ラング ドック地方が占める位置を問い直す。

カミザール戦争勃発以前、中央か ら離れて独立心が強 くプロテスタント優勢であった地方においては、

在地のカ トリック聖職者のレヴェルは低 く、権威を持たない一方、・プロテスタントはかなりの影響力

を行使 し、社会ではカ トリック・プロテスタントが共存 していた。 このような状況に対 して、中央政

府は、プロテスタント迫害 とカ トリック教化運動を強力に押 し進めたが、その結果がカ ミザール戦争

の勃発であり、宗教的混乱であった。戦後、荒廃 した地方における信仰再建をめざす動きは、18世 紀

のフランスにおいて全国的にみられた信仰への希薄化の傾向とは逆に、カ トリックにせよ、プロテス

タントにせよ宗教的な復興運動の盛 り上がりという傾向を生むことになるが指摘される。

　以上のように、本論文は、絶対主義王政期にフランス国家教会主義(ガ リカニズム)を 推 し進めた

とされるルイ14世 の治世下において、プロテスタントが強固にその信仰を堅持 した地方における民衆

の宗教に対する姿勢を実証的に示 し、その特徴を浮かび上がらせることによって、従来の研究では見

過 ごされがちであった側面を示 した論文であるということができる。



　　　　　　　　　論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

　本 論 文 は、 「ナ ン ト王 令 」 の 廃 止 に よ って、 た と え プ ロ テ ス タ ン ト追 放 に よ る経 済 的 な打 撃 が あ る

に して も、 「一 っ の信 仰 、 一 っ の法 、 一 人 の 王 」 と い うス ロー ガ ンの も と国 家 教 会 主 義(ガ リカ ニ ズ

ム)を 推 進 した と さ れ る ル イ14世 治 下 に お い て、 南 フ ラ ンス の低 ラ ング ドック地 方 に お いて 勃 発 した

プ ロテ ス タ ン トの反 乱 「カ ミザ ー ル戦 争 」 に注 目 して、 民 衆 の社 会 で は プ ロテ ス タ ン トが抵 抗 勢 力 と

して 生 き残 って お り、 カ トリ ック に お い て もさ ま ざ ま な改 革 運 動 、 教 化 運 動 が繰 り広 げ られ た こ とを

示 した 論 文 で あ る。

　 まず 評 価 す べ きな の は、 さ ま ざ ま な史 料 を駆 使 して語 られ る実 証 性 で あ る。 未 刊 行 史 料 を含 め て 多

くの 史 料 を 利 用 し、 地 方 の コ ミュニ テ ィに お い て単 純 に プ ロテ ス タ ン トとカ ト リッ クが対 立 して い る

と い うの で はな く、 プ ロ テス タ ン トとカ ト リッ ク簡 の 通 婚 が 珍 し くな か った こ とや 、戦 争 中 の 混 乱 の

中で プ ロ テ ス タ ン トを助 け る カ トリ ックが い た こ と、 逆 にそ れ ぞ れ の 宗 派 内 にお い て も属 す る集 団 に

よ って か な り深 刻 な対 立 が あ っ た り、 カ トリ ック信 徒 が カ トリ ック勢 力 に よ って 殺 され た りす るな ど　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 〕

の複雑な様相を呈 していたことが具体的に語 られ、民衆の実態に迫りたいとする著者の姿勢をよく示

しているといえよう。

　次に、近世のフランスのプロテスタントに関する研究史を十分に踏まえなが ら、自分なりの立場で

カ ミザール戦争を位置づけていることも評価できる。ナントの王令廃止後のフランスのプロテスタン

トにっいては、 しばしば国外に逃れたプロテスタントの動きに焦点があてられ、プロテスタントの活

動の国際的な広がりの中に位置づけられるか、あるいは信教の自由にっながるものとしてフランス革

命前夜の寛容令にいたる過程を追 うなかでとりあげられてきた。カ ミザール戦争 もまた、プロテスタ

ント史家が自らの苦難の歴史を語 るなかで、取 り上げられてきた。 これに対 して、著者が第三者の立

場か ら、国内にとどまったプロテスタントのあ りかたを1世紀にわたって追い続け、プロテスタント

にとどまらず、カ トリックの働きかけにも十分に配慮 していることは、著者のオ リジナ リティとして

評価できる。

　実際のところ、ルイ14世治下のフランスの宗教をあぐる問題は、ローマ教皇との関係、 ジャンセニ

ストの動 きなど、本論文にはあまり触れ られていない問題 も多い。 このような教会の体制に関わる問

題、教義の問題は、各種の聖職者団体のありかたを左右する問題 ともなるので、 このような問題の検

討 もまた望まれる。

　 さらにルイ14世の宗教政策に対する各地の動 きはさまざまであり、宗教的にも地方の特性から言 っ

ても反中央的な性格を持っ南 フランスのような地方に対 して、一見カ トリックでまとまっているよう



な地方における民衆の反応 も、比較対象として有効である。最後に著者自身が語 っているように、18

世紀半ば以降にフランスにおいて全国的に教会離れ、信仰の希薄化の傾向があったとすれば、それを

特徴的に示す社会と本論文で取 り扱 った南フランスにおける信仰の復興がみ られた社会と総合的に考

察することによって、近世フランスの民衆社会における信仰の持っ意味が明かになると思われる。

　特に、本論文ではコンフレリーの活動の活発化が信仰復興の特徴としてあげられているが、兄弟会

とも信心会 とも訳されるコンフレリーは、 もともと俗信徒による相互扶助的団体であり、どのような

活動をしているかを具体的に検討することによってはじめて、宗教活動の活発化の主体として取り上

げられるといえよう。本論文では、たとえばイエズス会がコンフレリーの指導に当たったことや、司

祭のための信心会の ドク トリネールの活動が紹介されており、その活動に対 して一定の配慮がなされ

ている。 しかし、コンフレリーを考察の中心に据えると、さらに広い活動を考慮 しな くてはならなく

なると思われる。

　 コンフレリーが、民衆が 日常的に参加するカ トリックの活動集団であるとすれば、プロテスタント

側もまた民衆の取 り込みに対 して、民衆に接近するかたちでの説教や布教活動をおこなったと思われ

る。本論文は、既にプロテスタントが定着 しているにもかかわ らず禁令の対象となった時代の低ラン

グドック地方、セヴェンヌ地方における民衆の宗教状況を取 り扱 っているが、そもそもこの地域がな

ぜプロテスタント優勢になったのか、その布教はどのような形でおこなわれたのかを明 らかにし、ほ

かのプロテスタント化 した地方で辺境に位置する地域の民衆のありかたと比較、あるいは他地域との

っながりのありかたを考察することによって、 このカミザール戦争をおこした人々の宗教文化を興味
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 r

深く取 り扱 うことが可能である。その意味で、 この地域の民衆の宗教問題に関 してまだ解明すべき課

題は多い。

　一方、本論文は、フランスの地方史研究という面か らも評価することができる。カミザール戦争の

主たる舞台 となったセヴェンヌ地方、低 ラング ドック地方は、 これまで 日本においてはあまり注目さ

れることがなか った南部の山岳地帯である。 しばしば脚光をあびる大諸侯支配地域、あるいは経済的

に繁栄 した都市をもって、フランスの 「地方」が語 られてきたが、さまざまな意味で 「周辺」と見ら

れがちであった 「地方」が歴史的にどのような特性を持 っていたかを示す ことは、フランスという国

家を複眼的に考察するのに役立っ。本論文では、当時の行政区分、司教管区などの地域区分のデータ

や地域 コミュニティの性格が示されてお り、地域支配の体制を読みとることができる。

　そのうえで、18世 紀末における経済状態などの考察があり、 トゥルーズやマルセイユなど南フラン

スにある支配の中心都市とどのような関係にあったかが示されていれば、このカミザール戦争がもっ

経済的意義、さらに国王にとっての 「地方」支配の中での反乱地域が持っ意味が複合的に読み取れた

であろう。特にこの反乱が起きた時期は、ルイ14世 にとってはスペイン継承戦争の時期にあたる。対

外的に難 しい局面にあった国王にとって内政問題への適切な対応を求められなが ら、必ず しもそれが



容易 で はな い時 期 で あ った こ と を考 え 、 地 方 と中 央 との 関 係 だ けで は と らえ られ な い面 が あ る こ と は

考 慮 され るべ きで あ ろ うと考 え られ る。

　 以上 の よ うに、 本 論 文 に は まだ 課 題 と して 残 され て い る点 も多 いが 、 文 章 に も破 綻 が な く研 究 史 を

き ちん と踏 ま え、 自 らの視 点 を は っき りと させ なが ら実 証 的 に史 料 を駆 使 して 論 を 展 開 して い る論 文

と して十 分 に評 価 で き る。

　 な お、 本 論 文 の うち、 カ ミザ ー ル戦 争 に関 す る第2部 第1章 、 第2章 は、 著 者 が 修 士 論 文 にお いて

展 開 した もの で あ り、 そ の主 要 部 分 は 『寧 楽 史 苑 』 第49号(2004年)で 公 表 して い る。 ま た、 第 一 部

は、 申請 者 が フ ラ ン ス の モ ンペ リエ大 学 に 提 出 した論 文 ・《Les　relations　 entre　 les　catholiques

et　les　protestants　 dans　 les　C6vennes　 sous　 le　r6gne　 de　Louis　 XIV　 　 　I.a　mission　 et　ses

r6sultats.　 》,　m6moire　 de　Master,　 Universit6　 Paul-Val6ry　 Montpellier皿,2005.(「 ル イ

14世 治世 下 の セ ヴ ェ ン ヌに お け るカ ト リック とプ ロテ ス タ ン トの関 係 一 カ ト リック教 化 と そ の結 果 」)

に基 づ く もの で 、 『奈 良 女 子 大 学 人 間 文 化 研 究 科 年 報 』 第22号(2006年)及 び 『キ リス ト教 史 学 』

第61集(2007年)の2ヶ 所 に分 け て公 表 して い る。

　 特 に 『キ リス ト教 史 学 』 に お い て公 表 した部 分 は、 キ リス ト教 史 学 会 第57回 大 会 に お い て学 会 発 表

を お こ な い、 そ の結 果 を受 けて学 会 誌 掲 載 が決 定 さ れ た もの で あ る。 ま た、2008年5月 に開 催 さ れ る

日本 西 洋 史学 会 第58回 大 会 に お い て本 論 文 を踏 ま え て、 主 と して カ ト リッ ク教 化 活 動 に関 す る報 告 を

お こな う こ とが決 定 され て い る。 日本 西 洋 史 学 会 大 会 に お け る発 表 は、 関西 フ ラ ンス史 研 究 会 、 近 代

社 会 史 研 究 会 な どで既 に報 告 を お こな い、 絶 対 王 政 期 の フ ラ ンス史 研 究 者 か ら も一 定 の評 価 を得 た こ

と を う けて の もの で あ り、 申請 者 の研 究 が学 界 にお い て期 待 され る研 究 で あ る こ とを示 して い る。

　 著 者 が 留 学 中 に在籍 した モ ンペ リエ大学 にお いて は、 南 フ ラ ンス近 世 宗 教 史 の専 門家 が論 文 指 導 に

あ た り、 ゼ ミにお いて も フ ラ ンス人 に混 じって 未 刊行 史料 な どを読 み こな して お り、 そ の研 究 姿 勢 は

フ ラ ンス人 学 生 に対 す る刺 激 と な って いた との評 価 を得 た こ とが伝 え られ て い る。 この評 価 に もみ ら

れ る よ うに、 本 論 文 は、 南 フ ラ ンス各 地 の 文書 館 の未 刊 行 文 書 を利 用 し、 そ れ を史 料 と して読 み こな

した うえで 書 か れ た もの で あ る こ と は高 く評 価 で き る。 文書 館 に保 存 され て い る同 時代 文 書 は、 当然

な が ら17-18世 紀 の フ ラ ンス語 、 場 合 に よ って 南 フ ラ ン ス方 言 で あ るオ ック語 で書 か れ て お り、 現 代

の標 準 的 な フ ラ ンス語 と は異 な る。 さ らに手 書 きの 文 書 の 読 解 に は一 定 の 古 文書 学 の知 識 と能 力 が必

要 で あ り、 この よ うな文 書 を読 み 、 それ を史 料 と して 用 い る こ と に は高 度 な専 門性 が 求 め られ る こ と

で あ る とい え る。本 博 士論 文 が この よ うな古 文書 を使 用 して い る こ と は、 本 博士 論 文 のオ リジナ リテ ィ

が 日本 に お いて は もち ろん の こ と、 フ ラ ンス にお いて も評 価 され る こ と を示 して い る。

　 さ らに、 フ ラ ンス の専 門 家 に よ って そ の読 解 能 力 を保 証 され た こ と に よ り、 今 後 著 者 が 近 世 フ ラ ン

ス史 の 専 門家 と して活 動 す る能 力 が あ る と い え よ う。 留 学 中 に は、 本 論 文 で 取 り扱 っ た低 ラ ング ドッ

ク地 方 の 各 地域 を 自 らの足 で丹 念 に回 り、 そ の地 域 的 特 性 を しっか り把 握 した うえ で 、 中 央 か ら派 遣



されてきた官僚、聖職者に対す る反乱が持っ意味を考察 しようとした姿勢も高 く評価されるべきもの

と考える。実際のところ、 この地域の民衆はその名前の発音すら確定するのが難 しく、本論文にも苦

労のあとが伺える場所が散見された。また、 この地域が山岳地帯に属す ることは、物理的にも簡単に

アプローチできない思いを抱かせる。 このように外国人が研究対象 として取 り上げることはさまざま

な意味で乗 り越えねばならない課題がある地域の歴史をよく理解 しながら、高度に実証的な論文をま

とめたことは特筆すべきことである。

　 したがって、本審査委員会 は、本申請論文が、奈良女子大学博士(文 学)の 学位を授与されるのに

十分な内容を備えていると判断する。


